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当社は、2021年 11月 1日付で、下記のとおり組織改正を実施いたしますので、お知らせいたします。 

 

記 

 

【サステナビリティ委員会設置】 

 2021年 10月 22日開示の「サステナビリティ委員会設置に関するお知らせ」に記載のとおりとなりま

す。 

 

【組織改正の趣旨および要旨】 

１．SDGs推進課設置 

国連が定めた持続可能な開発目標である SDGｓの趣旨に賛同し、当社事業における SDGｓ推進強化およ

び役員・従業員の行動変容を促し、より主体的な活動を行うことを目的として、総務部に「SDGｓ推進課」を

新設する。  

 

２．品質監査部設置  

事業本部から独立した本社機能としての品質管理体制を強化し、全社的な監査機能の独立性向上と社内

外への情報発信速度の向上を目的として、「自動車安全部品技術審査室」の機能を「品質管理部」に集約

し、名称を「品質監査部」に変更、「品質監査部」に「技術審査課」、「品質監査課」を設置する。 

これに伴い、「自動車安全部品技術審査室」を廃止する。  

 

以  上 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 
大阪府摂津市千里丘 7丁目 11番 61号 
芦森工業株式会社 総務部長 堀田雄嗣 
TEL 06 – 6388 – 1212 

組織改正に関するお知らせ 


